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2B17 企業における 特許評価の実施状況とその 方法及び課題 

0 梶原 音吾 ，亀岡秋男 ( 北陸先端科学技術大学院大 ) 

1 . はじめに 2. 研究の目的 
現在、 特許やブランドといった 知的資産の注目度 本研究では、 特許評価を傭 倣 的に捉えることが 重 

がますます高まっている。 知的資産は企業価値を 決 要 であ ると考え、 企業における 特許評価の体系を 明 

走 する大きな要素であ ると考えられているからであ らかにすることを 目的とする。 
る 。 知的資産の潜在価値に 気づき始めた 企業は知的 はじめに、 文献レビューやインタビュ 一調査をも 

資産を何らかの 形で経営に役立たせるべきという 意 とに企業における 特許評価の現状について 概観し、 

識が高まっている。 企業が知的資産管理の 効率を高 課題を明らかにする。 そして、 企業における 特許 評 

めるためには、 知的資産の価値を 的確に把握する 必 価の仕組みについて 検討を行い、 事例調査をもとに 

妻 があ る。 知的資産の価値評価に 関する議論は 数多 特許評価の体系を 整理する。 最後に、 その体系に墓 

くなされているが、 その議論の多くはブランド 価値 づいて、 特許評価のタイミングに 注目した考察を 行 

評価手法や特許の 経済的価値評価手法などについて       なお、 ここでは、 特許評価を発明 ( 出願双の知 

のものであ り、 会計的見地に 基づいている。 そうし 財 ) や 特許 ( 特許権 、 出願中の特許 ) の技術的価値 

た 評価手法は、 企業が使用する 場合の実用性を 十分 および権 利としての価値を、 総合的に評価すること 

に考慮しきれていないという 問題を含んでいろ。 ま とする。 

た 、 知的資産の中でも 企業の競争力の 源泉であ る 特 

許に 関していえば、 その権 利期間の早期において、 3. 企業における 特許評価の現状と 課題 

特許評価に対して 払われる注意は 少ない。 企業がそ 3.1 企業における 特許評価の実施状況 

の時期において、 どのようにして 特許評価を行って 平成 1 5 年 3 月に発明協会があ らゆる業種の 企業 
いるのかを明確にする 必要があ る。 を 対象に特許価値評価システムの 利用実態に関する 

  20 40@ %@ 60 80  1 ㏄ 

国内に特許出角するか 否かを判断する % 台 
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福地理由通知受領時の 対応を判断する 時合 

特許取得 時 あ るいは特許維持更新時の 対応を判断する 

牡 群発明について 発明者への 報襄 金を査定する 

他社にライセンスする 捺のライセンス 料の算定をする 時 

クロスライセンス 契約をする捺のライセンス 分の差額 分の 
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  紛争に関わる 損害賠償額を 算定する居合 

特許の資産価値を 算定する時合 

l 口金銭的な価値評価■相対的評価Ⅱ 

出所 ) 発明協会Ⅰ特許流通 市培 における特許価値評価システムに 関する 謂査 」 

図 ・ 1 企業における 特許評価の局面 
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調査を行った。 その調査結果をまとめた 報告書 1l を 

もとに企業における 特許評価の実施状況について 述 

べる。 現在、 特許評価を実施している 企業は全体 ( 回 

答数 6 9 5) の 4 9% であ る。 企業はどのような 局 

面 ( タイミング ) で特許評価を 行っているのかを 表 

したものを 図 ． 1 に示す。 図 ． 1 から企業は、 出願 

侍やライセンスの 契約時など多くの 局面で特許評価 

を行っている。 特許の出願から 権 利化までの期間は、 

「 上 、 中、 下」等の指標を 用いた相対的評価が 圧倒 

的に多く、 一方特許の権 利化後の期間におけるライ 

センス料の算定や 損害賠償額の 算定などの局面では、 
金銭的価値評価が 圧倒的に多い。 

3.2  インタビュ一調査による 企業における 特許評 

価の現状 
3.2.1 自動車メーカー (A 社 ) 

A 社は特許出願の 要否を判断する 局面や保有特許 

の 見直しを行 う 局面などで、 技術部門と知的財産管 
理部門が協力して 特許評価を行っている。 それらの 

局面での評価方法は、 金銭的な価値評価ではなく、 

「 A 、 B 」などの指標を 用いた相対的評価であ る。 

現在、 特許の資産価値を 算定することを 目的に、 特 
許の経済的価値評価を 検討しているが、 評価結果の 

妥当性、 客観性をいかに 保つかという 点で非常に難 

しいということであ る。 なお、 特許の経済的価値 評 

価を検討している 理由として特許の 資産価値の把握 

以外に、 会計基準変更の 要請の準備や 技術力の優れ 
た企業として 社外に pR することも視野に 入れてい 

る。 

3.2.2 特許評価会社 (B 社 ) 

B 社は特許の資産価値評価を 手掛けるべンチャ 一 

企業であ る。 大手企業の知財部門出身で 企業が保有 

する特許技術の 独自性、 事業化の可能性を 評価し、 

特許の資産価値評価を 数多く手掛けている 方に企業 

における特許評価の 現状を聞いた。 その方によれば、 
企業の特許評価の 捉え方は、 特許評価イコール 特許 

の経済的価値評価となっており、 特許の資産価値を 
評価すべきという 意識が先行しすぎているという。 
誰が何のために 特許評価を行うのか、 特許評価の目 

的を明確にすることが 重要であ り、 その目的に応じ 

た評価手法を 用いるべきだということを 強調された。 

特許の経済的価値評価を 行 う 必要がなく、 簡易な相 
対酌評価で ょ、 、 局面もあ るということであ る。 現在 

開発されている 特許評価手法は、 メーカー側から 考 

え 出されたものではなく、 投資家を対象としたもの 

が多く、 企業の実務から 離れているという 点も指摘 

された。 会計的見地に 基づく理論的な 手法は数多く 

開発されているが、 定性的評価と 定量的評価とのマ 

ッチンバが難しく、 また将来における 不確定性の予 

測が困難などといった 点で実務上応用することが 非 

常に難しいということであ る。 

3.3  企業における 特許評価の課題 
文献調査とインタビュ 一調査の結果から 企業にお 

ける特許評価に 関する課題のひとつに 特許評価の目 

的と評価時期を 明確に把握し、 それに対応した 評価 

方法を適宜用いることがあ げられる。 

4. 企業における 特許評価の仕組み 
4.1 特許評価を行う 企業の分類 

特許をどのように 活用するかは 企業によって 異な 

るため、 評価方法や評価指標、 そして評価時期は 評 

価を行 う 主体 ( 企業 ) によって違ってくる。 ここで、 

以下のように 企業の特許的規模 ( 出願 数 、 登録 数 、 

発明者人口、 発明の数、 研究開発費、 単位出願 数 あ 

たりの登録 数 、 単位発明人口あ たりの出願 数 、 単位 

登録 数 あ たりの研究開発費 ) で特許評価を 行 う 企業 
を分類した。 特許的規模が 大きいと、 特許のコスト 

も大きいため、 規模によって 評価の程度は 違ってく 

ると考えられる。 
(1) 出願 数 と登録 数 が非常に多いが、 登録率が低 

い : 電気機器メーカー、 精密機器メーカー 

(2) 出願敬二登録 数 であ るが、 数は少ない : 特許 

を選別しておらず 経費に余裕のあ る中堅メ 

ーカー 

(3) 出願数はかなり 少ない、 登録数は 1 0 件未 
満 : 選別していないべンチャ 一企業や零細企 

業 

(4) その他 

4.2  特許評価の目的 

4.2.1  特許取得目的と 特許評価目的 
事業戦略によって、 特許取得目的は 違 う 。 そして、 

特許取得目的によって、 特許評価の目的も 違ってく 

る。 特許取得目的に 合った特許が 取得されたか、 そ 

の 特許が事業を 支えるのに適格かどうかを 評価によ 

って測定する。 特許取得目的を 達成していない 場合 

は、 さらに特許取得を 行 う 必要があ るから、 そのた 

めに特許評価を 行 う 。 企業における 特許取得の目的 

には以下のようなものがあ る。 

① 自ら独占して 実施するため。 

② 自らは実施しないが、 他人の事業を 邪魔して、 

相対的に自分のシェアを 上げる ( 防衛特許 ) 
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③他人にライセンスしてロイヤリティ 収入を得る 

④他人とクロスライセンスして、 他人から自分の 

事業の実施権 を得る 

⑤権 利化するか不明だが、 とりあ えず 先願 権 を確 

保し、 他人に特許を 取られないようにする。 
⑥ステータス、 従業員 ( 発明者 ) の評価材料づく 

@ 

4.2.2  特許評価の目的の 具体例 

寡占して収益をあ げるために、 ①の自ら独占して 

実施することを 特許取得の目的とするなら ぱ 、 特許 

評価の目的は、 その特許が他社を 排除できる特許で 

あ るか否かを測定し、 その特許が他人を 排除できな 

い場合は 、 他の特許で ( またはクレーム 補正の ) 手 

当てをするためであ る。 具体的には次のことを 評価 

する。 他社を排除するためには、 発明が必ず特許に 

なること ( 発明の特許性 ) が必要なので、 (1) 特許 

性の有無を評価する。 (2) その特許に利用関係のあ 

る他人の特許 ( 出願 ) が無いことを 評価する。 利用 

関係があ ると自分も実施できないし、 実施したいと 
きにクロスライセンスが 必要になって 結局独占でき 

ないからであ る。 さらにその特許が 自社製品をカバ 

ーしていなければならず、 かつ他社が実施できない 
広いカバ一の 範囲が必要なので、 (3) その特許のカ 

バー範囲を評価する。 (4) 代替技術がないこと、 技 

術自体の良さの 評価などといったことであ る。 

4.3  特許評価のタイミング 

寡占して利益をあ げるためには、 他社排除に適格 

な特許が常に 必要であ るから、 特許評価 (1) ～ (4) 

は、 事業が行われる 期間は継続して 行われる。 しか 

し、 実際には法的手続きの 際に行われることが 多い。 

法的手続きには 費用が発生するので、 コスト削減の 

ため発明や特許が 選別される。 また、 出願・特許の 

維持管理のためにも、 「特許のライフサイクル」中で 

度々評価が行われる。 以下、 特許評価のタイミング 
のパターンを 3 つ示す。 

①タイムリ一な 法的手続き 

事業との関係でタイムリ 一に法的手続きをするパ 

ターンであ る。 自社の事業・ 研究開発の進み 具合、 

排除したい他社の 事業・研究開発の 進み具合で法的 

手続きをする。 例えば、 自社製品の技術内容が 流動 

的な場合、 早期に権 利化してしまうと、 後年の発売 

時に自社製品がそのクレームから 外れてしまってい 

ることがあ り得る。 発売される自社製品の 技術が決 

定したら ( または十分予想できるよさになった 引 

審査請求・クレーム 補正する。 この場合、 法定期限 

を迎えたから 選別のために 評価して法的手続きをす 

るのではなく、 事業に役立つ 特許を取得するために、 

その特許が適格かを 評価し、 手当てするために 法的 

手続きを行っている。 

②法定期限による 法的手続き 
法定期限が来たが、 出願 数 が多いので、 コスト 削 

減の選別のために 評価して法的手続きをするパター 

ンであ る。 選別の際には 当然、 特許取得目的に 合 う 

特許 か 否かを評価する。 

③早期に権 利化を考えた 法的手続き 
発明したからには 出願し登録にするといった コス 

ト 意識が低く、 とにかく評価はせず、 法廷期限でも 

期限前でも法的手続きはしっかりやるといったパタ 
ーンであ る。 

5. 事例 謂査 

特許的規模が 大きい ( 出願 数 と登録 数 が多いが登 

録率が低い ) 業種であ る電気機器メーカー (C 社 ) 

と精密機器メーカー (D 社 ) を企業事例として 取り 

上げ特許評価の 体系を作成した。 それを 図 ． 2 に 示 

す 。 

5t1  大手電気機器メーカー (C 社 ) 

(1) 知財部の運営体制 

C 社の知的財産部の 運営体制はカンパニー 制を採 
片 しているため、 個々のカンパニ 一に知的財産部 

が存在する。 
(2) 特許評価のタイミング 

出願 数 が多いので、 コスト削減の 選別のために 法 

的手続きを契機にして 特許評価を行っている。 ただ 

し 、 審査請求期限が 出願から 7 年以内だったのが、 

3 年以内に短縮されたことで、 国内出願時における 

特許評価を重視するようになり、 外国出願の要否を 

判断する場合と 審査請求の要否を 判断する場合の 評 

価を前倒しにする 傾向が高まったという。 つまり 国 

内 出願、 外国出願、 審査請求の時期が 3 年以内と近 
くなったため、 評価のコスト 低減のためにその 3 つ 

の判断を同時に 行 う 機会が増えたということであ る。 

(3) 特許評価の方法 

権 利化されるまでは 点数等を用いる 相対的評価で 

あ る。 評価項目については、 どの局面においても 基 

本的に変わらず、 自他社の実施状況、 市場、 売上、 

規模、 侵害発見の容易性、 技術的に実施できるかど 
うか、 特許性、 などといった 項目であ る。 局面に応 

じて評価項目のウェイト 付け、 そして情報の 具体，陛 

が変わる。 出願の要否を 判断する局面においては、 

特許性があ るかどうかという 項目が大前提となり、 

重視する評価項目は 他社の実施状況であ る。 ただし、 
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ロ ． 2 企業における 特許評価体系 

分野や部門によって 違ってくるので 評価項目の ウェ の量から質への 転換が求められている 今、 ルーチン 

イト付けに関しては 一概にはいえないとのことであ 的に特許評価を 行 う ぽかりでなく、 事業との関係で 

る。 タイムリ一に 特許評価を行 う ことが肝要であ る。 

5.2  精密機器メーカー (D 社 ) 7. おわりに 

(1) 知財部の運営体制 今回は、 企業における 特許評価の仕組みを 検討し、 

D 社はカンパニー 制を採用しているため 個々のカン 特許的規模が 大きい企業における 特許評価体系につ 

パニ一に知財を 扱 う 部署が存在する。 いて述べた。 今後は、 特許的規模が 中・山程度の 企 

(2) 特許評価のタイミング 業を事例として 取り上げ、 それらの特許評価の 体系 

C 社と同様に主として 法定期限を契機として 特許 評 を整理し、 比較分析することを 考えている。 また、 
価を行っている。 これまでの議論は、 事業と特許との 関係だけで特許 
(3) 特許評価の方法 評価を述べ、 技術の発展については 考慮していない。 
評価項目は c 社とほほ同様であ り、 特許性の有無、 イノベーションの 時間軸を考慮に 入れて特許評価の 

他社の状況、 代替技術の有無、 技術自体の良さなどで 体系を検討することも 今後の課題とする。 
あ る。 評価方法は相対的評価であ る。 
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